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はじめに 

昭和４３年度に創設された長幌上水道企業団の水道事業では、水源の状況や水道法におけ

る水質基準の強化策として、水道施設の改良・更新などハード面の整備や監視体制などソフ

ト面の強化の為、安全・安定で安心な水道水の供給に努め、水源から蛇口までの各段階にお

いて、常に水質管理に万全を期して参りました。 

しかし、近年、工場排水、農薬、耐塩素性病原微生物等の水源への流入や水道施設内での

消毒副生成物の生成など様々な水道水へのリスクに加え、油類の流出等の水質汚染事故や水

源の富栄養化等によるカビ臭等の異臭被害も発生する状況になっております。また、住民の

水道水質に関するニーズが高まり、水質管理の一層の強化が求められております。 

こうした中、世界保健機関（WHO）は、平成１６年に発行した「飲料水水質ガイドライン

（第３版）」において、「Water Safety Plan（水安全計画）」という新しい水質管理手法が提

唱されました。 

この、水安全計画は、食品衛生管理手法である HACCP（Hazard Analysis and Critical 

Control Point）の考え方を取り入れ、水源から蛇口までのあらゆる過程において水道水の水

質に悪影響を及ぼす可能性のあるすべての危害（要因）を分析し、管理対応する方法をあら

かじめ定めるリスクマネジメント手法であります。 

これにより、危害が発生した場合に迅速な対応が可能となり、水質への影響を未然に防止

し、水道水の安全性をより確実なものにすることが可能となります。 

当企業団では、新たに石狩東部広域水道企業団からの広域受水により水道施設が増えた事

業環境を踏まえ、それぞれの危害の評価と管理対応措置を明確にすることにより、安全・安

定で安心な水道水の供給を確実にするシステムの構築を目指し、この度 

「長幌上水道企業団水安全計画」を策定するものであります。 

今後は、これまでの水質管理に加えこの計画を適切に運用し、水源から給水栓に至るまで

総合的な水質管理を実施して参ります。 
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第１章 水質管理の概要 

１ 水源における水質管理 

⑴ 企業団の水源 

長幌上水道企業団の水道水源は、第１浄水場は石狩川の支流である一級河川夕張川の表

流水、第２浄水場は石狩川の支流である一級河川千歳川の表流水です。 

このほかに広域受水（水道水を購入する方式）があり千歳市内一級河川千歳川を水源と

する石狩東部広域水道企業団から受水しております。 

令和３年度における平均取水量は第１浄水場が３，５５４㎥／日で水源水量全体の５

２％、第２浄水場が２，５３４㎥／日で３７％、広域受水（浄水）７５０㎥／日で１１％

となっております。 

水源水量の割合 

 

水源・水道施設位置図 
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（２）水源における水質管理 

水源の水質は、水道水の水質に大きな影響を与えることから、「長幌上水道企業団水道水

質検査計画」に基づき、水質基準項目に加えて水質管理目標設定項目、年４回検査等のう

ち、対象となる６９項目の水質検査を定期的に行っています。また、必要に応じ臨時の調

査を行い、浄水処理に必要なデータを収集しております。 

水源調査地点は、夕張川１ヵ所、千歳川１ヵ所の計２か所であり、概ね月１回の調査を

行っております。 

河川の水質保全については、河川管理者、管轄振興局、流域市町村、水利利用者等が参

加している「水質保全連絡協議会」等を設置し、水質の調査や汚濁防止対策の検討及び汚

濁防止並びに周辺環境の保全に努め、また、定期的に水源巡視を行い水源の水質保全に努

めております。 

⑶ 水源水質汚染事故対策 

水源の水質汚染事故に関しては、河川を管轄する北海道開発局、水源地域を管轄する行

政機関、環境衛生を管轄する各保健所及び関係する水道事業者の間で情報連絡網をの連携

を強化し、情報の収集に努めて参ります。 

さらに、事故発生時には、「長幌上水道企業団災害時対策マニュアル」に基づき、北海道

及び近隣の水道事業者等と連携し、情報の収集や現地調査から事故原因及び規模を速やか

に把握し、取水及び浄水処理への影響等を判断して水道水に影響ないよう適切な対応を行

っております。 

浄水（水道用水）の購入先である石狩東部広域水道企業団とは、平常時より、綿密な連

携を取っており、水質異常時には迅速な対応ができるよう体制整備を維持して参ります。 

水源水質事故対策の概念図 

        

水 質 事 故 発 生

河川管理者 水源地域の行政機関 管轄保健所

管轄警察・消防 近郊水道事業体

情 報 統 括
長 幌 上 水 道 企 業 団

通報・報告
住民への通報・報告
関係機関への通報・報告

行 動

当該区域の給水停止
緊急給水等の実施
汚染範囲の調査
原因物質の除去・追明
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２ 浄水場における水質管理 

 浄水場の概要 

長幌上水道企業団水道事業には、長沼町内に第１浄水場、南幌町内に第２浄水場の２箇

所を保有しており、原水水質を踏まえそれぞれに対応した浄水処理を整備しております。 

このほか石狩東部広域水道企業団（用水供給事業体）から千歳市内の千歳川を水源とす

る水道水を受水（購入）しております。 

夕張川を水源とする第１浄水場では、粉末活性炭・膜ろ過・マンガン接触池での水処理

を行っており、千歳川を水源とする第２浄水場では、粉末活性炭・膜ろ過・徐マンガン接

触ろ過機処理を行っており、各浄水場とも適宜必要な水処理を行い供給しております。 

浄水場の概要 

 
 

各浄水場フローチャート 

 
 

 

名 称 水 源 処 理 方 式 備 考

第１浄水場 夕張川表流水 膜処理方式 5,960 m3／日 5,400 m3／日

第２浄水場 千歳川表流水 膜処理方式 3,000 m3／日 2,500 m3／日

石狩東部広域
水道企業団
から受水

千歳川表流水 急速ろ過方式 3,000 m3／日 浄水受水

合 計 10,900 m3／日

施 設 能 力 浄 水 能 力

使用薬品 水質監視計器 使用薬品 水質監視計器

原水濁度計

ｐＨ計

粉末活性炭

ﾎﾟﾘ塩化アルミニウム

残塩計

精密濁度計

残塩計

後 塩 素 接 触 池

各 家 庭 へ 各 家 庭 へ

膜 浸 漬 ろ 過 池

中 塩 素 混 和 池

マンガン接触ろ過池

浄 水 池

配 水 池

浄 水 池

配 水 池

膜 浸 漬 ろ 過 池

前 塩 素 接 触 池

凝 集 混 和 池

徐マンガ ン接 触ろ 過機

粉 末 活 性 炭 接 触池

薬 品 混 和 池

前 塩 素 混 和 池 粉 末 活 性 炭 接 触 池

第　１　浄　水　場 第　２　浄　水　場

千 歳 川 原 水夕 張 川 原 水

原 水 調 整 池

着 水 井 着 水 井

原 水 調 整 池

精密濁度計

粉末活性炭 硫酸

原水前濁度計
魚類監視装置

次亜塩素酸ナトリウム

ポリ塩化アルミニウム

硫 酸

次亜塩素酸ナトリウム

苛性ソーダ

次亜塩素酸ナトリウム

原水濁度計
ｐＨ計
魚類監視装置

原水濁度計
ｐＨ計
ＵＶ計
アンモニウム
イオン測定装置

濁度計
ｐＨ計
ＵＶ計
アンモニウム
イオン測定装置
残留塩素計

浄水濁度計
残留塩素計
色度計

浄水濁度計
ｐＨ計
残留塩素計
電気伝導計
色度計

残留塩素計次亜塩素酸ナトリウム

次亜塩素酸ナトリウム

次亜塩素酸ナトリウム

次亜塩素酸ナトリウム

残留塩素計

ｐＨ計
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（２）浄水場における水質管理 

浄水場の水質管理については、中央監視システムにより、取水濁度及び浄水処理等を常

時監視し、毎日の水質検査や原水及び浄水を定期的に行う精密な水質検査によって、処理

状況をきめ細かに監視しております。 

原水については、バイオアッセイ（金魚・メダカ）による水質監視装置及び水槽を用い

て安全性を常時監視しております。 

また、浄水処理で使用するポリ塩化アルミニウム（凝集剤）や次亜塩素酸ナトリウム

（消毒剤）等の使用薬品についても、品質検査により安全性を確認しています。さらに、

耐塩素性病原微生物であるクリプトスポリジウム及びジアルジア（以下「クリプトスポリ

ジウム等」という。）対策については、膜浸漬ろ過方式を採用することにより完全に除去が

可能となっております。 

浄水場水質測定計器 

第１浄水場               第２浄水場 

                                                                                                            
                                     

水質監視装置 
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３ 送水・配水及び給水における水質管理 

⑴ 送水・配水及び給水の概要 

長幌上水道企業団の構成町である長沼町・南幌町は、マオイ丘陵地から石狩平野の低地

に至る全域に供給しております。このため、高低差が大きく、安定供給を行うために多く

の水道施設が必要となっております。 

平成３０年３月末の給水戸数は、８，２１８戸で、給水人口は、１７，９０４人、主な

送水・配水管路の延長は約４２０Ｋｍであり、水道施設の内、配水施設・増圧施設等が合

わせて７施設稼働しております。 

水道水をお届けする方法としては、配水管の圧力（水圧）を利用して直接送る方式（直

圧方式）、マンションやビルなどの受水槽を設け、そこから各部屋へ加圧して送る方式（受

水槽方式）があります。 

当企業団では、将来においても給水施設の維持管理が必要となる受水槽方式よりも直圧

方式を推奨しています。 

受水槽水道の管理は、その設置者若しくは管理者が行うこととされておりますが、管理

が適正に行われない場合には、その受水槽水道で水質劣化を引き起こす恐れがあります。 

特に受水槽の有効容量１０㎥未満の小規模な受水槽水道は、法的な管理状況の検査が義

務付けられておらず、適正な水質を確保するための取組みが必要であり当企業団では竣工

検査時に受水槽管理手引を配布しております。 

受水槽の有効容量１０㎥を超える受水槽水道では、水道法により管理状況の点検義務が

設置者に義務付けられており、当企業団では、管内で検査要望のある有効容量１０㎥を超

える受水槽水道について外観検査及び簡易水質検査を行い、その結果に基づき設置者に対

する適正管理の指導や助言を行っております。 

給水方式の種類 

 
 



 

- 7 - 

（２）送水・配水及び給水における水質管理 

長幌上水道企業団では、蛇口（給水栓）における水道水の安全性を確認するために、水

源、配水系統毎に定めた給水区域内３か所で定期的に水質検査を実施しております。 

また、毎日１回測定することが定められている残留塩素、浄水濁度及び色度（目視）の

３項目については、給水区域内で毎日行っています。 

さらに、監視システムにより、浄水場において残留塩素及び浄水濁度の監視を行い、管

理値を超える異常数値が測定された場合、担当職員の携帯端末に異常警報が自動送信さ

れ、携帯端末から各施設の水質や配水状況が随時確認できるため、迅速な対応が可能とな

っております。 

水質に関する住民からの問い合わせについては、担当職員が対応にあたり、水質異常の

恐れがある場合は、速やかに現地調査を実施し、現場での目視や簡易な水質検査など実施

し、必要に応じ精密な水質検査を行うことにより異常の有無を確認しております。検査に

よって異常が確認された場合には、原因を調査し異常解消のための迅速な対応を実施して

おります。 

水質汚染事故、水系感染症等によって給水栓における水質が悪化し、住民の健康に影響

が生じる恐れのある場合には、厚生労働省、北海道などの関係機関と連携して迅速に対策

を講じることとしております。 

給水装置は、個人の財産ですが、給水装置からの逆流や、クロスコネクション（上水と

上水以外の水等と混ざること）などによる水道施設全体への危害を防ぐために給水装置の

工事や維持管理について、水道法、長幌上水道企業団給水条例、設計施工指針に基づき、

給水装置工事の審査、指導、検査を行っております。 

⑶ 用水供給事業体から受水した水道水の水質管理 

① 受水の概要 

長幌上水道企業団では自己水源に加え、必要な水源を安定的に確保するため、用水供

給事業体である石狩東部広域水道企業団から受水しております。水源は、千歳市内の千

歳川となっております。 

② 受水した水道水の水質管理 

用水供給事業体においても、長幌上水道企業団が住民へ給水するのと同様に、長幌上

水道企業団へ供給される水道水の水質確認を行っております。当企業団と用水供給事業

体の双方が水質検査を行うことにより、相互に検査結果を情報共有することで、水道水

の品質確保に努めております。 
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４ 水質検査 

⑴ 水質検査の概要 

水道水の水質は、水道法（昭和３２年法律第１７７号）に基づき原則として蛇口（給水

栓）において採水した水道水で、水質基準に適合することが求められています。水質基準

は、昭和３３年に制定されて以来、その時々の科学的知見の集積に基づき改正が行われ

て、現在の水質基準は、厚生労働省令（平成２７年厚生労働省令第２９号）で定められた

もので、水質基準として５１項目を定めております。 

また、水質基準項目に加え厚生労働省の通知により、水質管理目標設定項目や要検討項

目が設定されております。（各水質基準項目等参照） 

これらに加え、平成２７年度に水質基準ではないものの、水道水中で検出の可能性があ

り、水質管理上留意すべき項目を「水質管理目標設定項目」として、２６項目設定されて

おります。 

さらに毒性評価が定まらない、浄水中の存在量が不明等の理由により、水質基準項目や

水質管理目標設定項目いずれにも分類できない項目として、「要検討項目」が設定されてお

ります。 

水質検査の適正化や透明性確保の観点から、水道事業体に水質検査計画の策定、公表及

び検査結果の公表が義務付けられており、水質検査の精度の向上及び信頼性の確保が求め

られています。 

各水質基準項目等 

       

⑵ 水質検査体制 

長幌上水道企業団では、水質基準項目及び水質管理目標設定項目のほか、要検討項目に

ついては、公共機関の水質検査センター及び水道法の第２０条に定められている厚生労働

省の登録検査機関への委託により実施しています。 

また、水道法に基づく検査のみならず、水源から蛇口に至るまでの各過程における詳細

な水質検査、水質事故への対応及び管理に係わる調査研究も実施しております。 

その他の項目
（４９項目）

水質管理目標設定項目
（３０項目）

定期的な水質検査

水道法で検査が義務
付けられている項目

毎日検査項目
（９項目）

水質基準項目
（５１項目）

水質管理上必要と
判断した項目
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⑶ 水質検査計画の策定・公表 

   水質検査の適正化や透明性を確保する観点から、水道事業体に水質検査計画の策定・公

表及び検査結果の公表が義務づけられております(水道法施行規則第１７条の（２)。 

長幌上水道企業団では、毎年度、水質検査を実施する項目、箇所及び頻度を定めた水

検査計画を策定し、この計画に基づいて水質検査を実施しております。 

水質検査を行う項目は、水道法で検査が義務づけられている毎日検査及び水質基準項目

に加え、水質管理目標設定項目及びその他の項目を対象とし、水質検査計画と水質検査結

果をホームページ上で公表しております。 

水質検査計画は、法令では蛇口における水質検査について策定することとされておりま

すが、水質管理上必要と判断される原水、配水(浄水)及び広域受水の水質検査についても

策定しております。 

⑷ 水質検査における精度の確保 

水質基準項目及び水質管理目標設定項目は石狩東部広域水道企業団水質検査センター及

び厚生労働省の登録機関に委託しており、委託者が行っている外部精度管理及び内部精度

管理実施結果の確認や、各浄水場で独自に実施している簡易的な水質検査においても、定

期的に検査機器等の校正を行い、検査精度の信頼性を確保しております。  
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番号 水 質 検 査 項 目 基 準 値 備 考

1 一般細菌 1 mLの検水で形成される集落数が100以下であること。

2 大腸菌 検出されないこと。

3 カドミウム及びその化合物 カドミウムの量に関して、0.003mg/L以下であること。

4 水銀及びその化合物 水銀の量に関して、0.0005mg/L以下であること。

5 セレン及びその化合物 セレンの量に関して、0.01mg/L以下であること。

6 鉛及びその化合物 鉛の量に関して、0.01mg/L以下であること。

7 ヒ素及びその化合物 ヒ素の量に関して、0.01mg/L以下であること。

8 六価クロム化合物 六価クロムの量に関して、0.05mg/L以下であること。

9 亜硝酸態窒素 0.04mg/L以下であること。

10 シアン化物イオン及び塩化シアン シアンの量に関して、0.01mg/L以下であること。

11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 10mg/L以下であること。

12 フッ素及びその化合物 フッ素の量に関して、0.8mg/L以下であること。

13 ホウ素及びその化合物 ホウ素の量に関して、1.0mg/L以下であること。

14 四塩化炭素 0.002mg/L以下であること。

15 1,4－ジオキサン 0.05mg/L以下であること。

16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン 0.04mg/L以下であること。

17 ジクロロメタン 0.02mg/L以下であること。

18 テトラクロロエチレン 0.01mg/L以下であること。

19 トリクロロエチレン 0.01mg/L以下であること。

20 ベンゼン 0.01mg/L以下であること。

21 塩素酸 0.6mg/L以下であること。

22 クロロ酢酸 0.02mg/L以下であること。

23 クロロホルム 0.06mg/L以下であること。

24 ジクロロ酢酸 0.03mg/L以下であること。

25 ジブロモクロロメタン 0.1mg/L以下であること。

26 臭素酸 0.01mg/L以下であること。

27 総トリハロメタン 0.1mg/L以下であること。

28 トリクロロ酢酸 0.03mg/L以下であること。

29 ブロモジクロロメタン 0.03mg/L以下であること。

30 ブロモホルム 0.09mg/L以下であること。

31 ホルムアルデヒド 0.08mg/L以下であること。

32 亜鉛及びその化合物 亜鉛の量に関して、1.0mg/L以下であること。

33 アルミニウム及びその化合物 アルミニウムの量に関して、0.2mg/L以下であること。

34 鉄及びその化合物 鉄の量に関して、0.3mg/L以下であること。

35 銅及びその化合物 銅の量に関して、1.0mg/L以下であること。

36 ナトリウム及びその化合物 ナトリウムの量に関して、200mg/L以下であること。 味

37 マンガン及びその化合物 マンガンの量に関して、0.05mg/L以下であること。

38 塩化物イオン 200mg/L以下であること。

39 カルシウム、マグネシウム等（硬度） 300mg/L以下であること。

40 蒸発残留物 500mg/L以下であること。

41 陰イオン界面活性剤 0.2mg/L以下であること。 発泡

42 ジェオスミン 0.00001mg/L以下であること。

43 2-メチルイソボルネオール 0.00001mg/L以下であること。

44 非イオン界面活性剤 0.02mg/L以下であること。 発泡

45 フェノール類 フェノールの量に換算して、0.005mg/L以下であること。 臭気

46 有機物（全有機炭素（ＴＯＣ）の量） 3mg/L以下であること。 味

47 ｐＨ値 5.8以上8.6以下であること。

48 味 異常でないこと。

49 臭気 異常でないこと。

50 色度 5度以下であること。

51 濁度 2度以下であること。

水質基準項目一覧
（水道法第4条第2項も規定に基づく厚生労働省令）

一般有機物

無機物質金属

病原生物の指標

基礎的性状

かび臭

味

着色

着色

消毒副生成物
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番号 水 質 検 査 項 目 基 準 値 備 考

1 アンチモン及びその化合物 アンチモンの量に関して、0.02mg/L以下

2 ウラン及びその化合物 ウランの量に関して、0.002mg/L以下（暫定）

3 ニッケル及びその化合物 ニッケルの量に関して、0.02mg/L以下

5 1,2-ジクロロエタン 0.004mg/L以下

8 トルエン 0.4mg/L以下

9 フタル酸ジ(2-エチルヘキシル) 0.08mg/L以下

10 亜塩素酸 0.6mg/L以下 消毒副生成物

12 二酸化塩素 0.6mg/L以下 消毒剤

13 ジクロロアセトニトリル 0.01mg/L以下（暫定）

14 抱水クロラール 0.02mg/L以下（暫定）

15 農薬類 検出値と目標値の比の和として、1以下 農薬

16 残留塩素 1mg/L以下 臭気

17 カルシウム、マグネシウム等（硬度） 10mg/L以上100mg/L以下 味

18 マンガン及びその化合物 マンガンの量に関して、0.01mg/L以下 着色

19 遊離炭酸 20mg/L以下 味

20 1,1,1-トリクロロエタン 0.3mg/L以下 臭気

21 メチル-ｔ-ブチルエ－テル 0.02mg/L以下 一般有機物

22 有機物等（過マンガン酸カリウム消費量) 3mg/L以下 味

23 臭気強度（ＴＯＮ） 3以下 臭気

24 蒸発残留物 30mg/L以上200mg/L以下 味

25 濁度 1度以下 基礎的性状

26 ｐＨ値 7.5程度

27 腐食性（ランゲリア指数） －1程度以上とし、極力0に近づける

28 従属栄養細菌 1mLの検水で形成される集落数が2,000以下（暫定） 微生物

29 1,1－ジクロロエチレン 0.1mg/L以下 一般有機物

30 アルミニウム及びその化合物 アルミニウムの量に関して、0.1mg/L以下 着色

31
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PHOS)及び ペ
ルフルオロオクタン酸(PHOA）

PFOS及びPFOAの量の和として0.00005㎎/L以下（暫定） 有機フッ素化合物

腐食

消毒副生成物

無機物
重金属

一般有機物

水質管理目標項目
（厚生労働省健康局長通知）
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（5）モニタリング（監視）方法 

第１浄水場、第２浄水場、マオイの丘配水場の水供給経路におけるモニタリング項目の

監視方法及び各浄水場の計器の名称及び保有数を次に示します。 

① 第１浄水場（浸漬膜ろ過方式) 

モニタリング方法 

 

凡 例 ★ 自動計測 ☆ 手分析 

計器の名称及び保有数 

 
流 量

保 有 数

4

8

7

1

8

残 留 塩 素

濁 度

高 感 度 濁 度

色 度

計 器 の 名 称

p Ｈ 値

バ イ オ ア ッ セ イ

水 位

3

1

4
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② 第２浄水場（膜ろ過方式） 

モニタリング方法 

 

凡 例 ★ 自動計測 ☆ 手分析  

           

 

 

水
源

取
水

導
水

導
水

浄
水

浄
水

浄
水

浄
水

浄
水

浄
水

浄
水

浄
水

配
水

配
水

給
水

河
川
表
流
水

→
取
水

→

原
水
調
整
池
前

→

原
水
調
整
池
後

→

着
水
井

→

粉

末

活

性

炭

接

触

池

→

前
塩
素
接
触
池

→

凝
集
混
和
池

→

膜

ろ

過

池

(

3

池

）

→

ﾏ

ﾝ

ｶ

ﾞ

ﾝ

接

触

池

ろ

過

塔

→

後
塩
素
接
触
池

→

浄
水
池

→

配
水
池

→

配
水
管

→
給
水

残留塩素 Ｒ ★ ★ ★ ☆

外観 Ｗ ☆ ☆ ☆

臭気 Ｏ ☆ ☆

濁度 Ｔ ★ ★ ★

高感度濁度 Ｓ ★ ★ ★

色度 ★

pＨ値 Ｐ ★ ★

アルカリ度 Ａ

塩素要求量 Ｈ

アンモニア Ｎ ★

油膜 Ｇ ☆ ☆

紫外線吸光度 Ｕ

シアン Ｃ

バイオアッセイ Ｂ ★

電気伝導率 Ｅ

水位 Ｌ ★ ★ ★

流量 Ｍ ★ ★ ★

水
供
給
経
路

　
　
　
　
監
視
項
目

計 器 の 名 称

高 感 度 濁 度

保 有 数

残 留 塩 素 3

濁 度 2

4

水 位 7
流 量

色 度 1

p Ｈ 値 2

バ イ オ ア ッ セ イ 1

6
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③ マオイの丘配水場 

モニタリング方法 

 

凡 例 ★ 自動計測 ☆ 手分析 

計器の名称及び保有数 

       

   
                            

配
水

配
水

給
水

分
水
地

→

配
水
池

→

配
水
管

→
給
水

残留塩素 Ｒ ★ ☆

外観 Ｗ ☆

臭気 Ｏ ☆

濁度 Ｔ

高感度濁度 Ｓ

色度

pＨ値 Ｐ

アルカリ度 Ａ

塩素要求量 Ｈ

アンモニア Ｎ

油膜 Ｇ

紫外線吸光度 Ｕ

シアン Ｃ

バイオアッセイ Ｂ

電気伝導率 Ｅ

水位 Ｌ ★

流量 Ｍ ★

水
供
給
経
路

　
　
　
　
監
視
項
目

流 量 1

計 器 の 名 称 保 有 数

残 留 塩 素 1

水 位 1
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第２章 長幌上水道企業団水安全計画の策定 

１ 策定の目的 

安全・安定・安心な水道水を供給することは、水道事業の何よりも重要な責務であり、水道水の安

全性については水道法で水質基準が定められており、この水質基準を満たすよう、水道水の安全性を

維持する事業運営を継続して行って参りました。 

近年、住民の安全性に対するニーズの高まりなど、水質を取りまく環境が変化しており、より徹底

した水質管理が必要でありますが、職員の高齢化や減少により技術の継承が困難な状況の中、水道水

の安全性を効率的かつ持続的に維持していくシステムが必要となっております。 

これらの課題は、水源から給水栓までのアプローチにより危害の抽出・評価・管理を行い、危害が

発生した時に素早く対応することができる水道システムを構築することで解決されます。 

このため、企業団では、住民に安全・安定で安心な水道水の供給ができるよう、住民に納得して

いただける水道水の品質と管理水準の向上を目指し、水安全計画を策定します。 

２ 水安全計画の基本方針 

⑴ 安全性の向上 

水源から給水栓（蛇口）までの水道システムにおいて、水質に関する危害発生原因事象を常に把

握・分析し、適切な対応により、リスク軽減に努め、水道水の安全性の向上を図ります。 

⑵ 住民からの信頼の確保 

住民の水道水への信頼を一層確保していくためには、水道事故等の未然防止や事故発生時の迅速

な対応など、水管理に関する取組みをより一層強化し、その情報を住民に対して適切に伝えること

が必要です。 

⑶ 技術の継承と技術レベルの維持・向上 

住民へ安全・安定で安心できる水道水を提供するためには、職員の豊富な経験と高度な技術が要

求され、事故等が発生した場合などの緊急対応では、的確に状況判断し、迅速な対応が求められま

す。 

水道技術職員が減少している中、水源から給水栓（蛇口）に至るまでの水質監視、施設管理等に

ついて整理し、マニュアル化することで技術の継承と向上を図ります。 

３ 危害（リスク）の分析 

⑴ 水道システムに関する情報収集 

水源から蛇口までの水道システムにおける危害を抽出するため、水質検査結果や浄水場の連続監

視データ整理、浄水処理フロー図の確認、過去の水質事故事例の収集、施設・設備の維持管理情報

などを集約し、危害の分析やその対応・監視方法を検討するための資料としております。 
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⑵ 危害の抽出 

収集した資料及び整理した各種情報を基に、水源から蛇口に至るまでのあらゆる過程

において、水道水質に影響を及ぼす可能性のある全ての危害原因事象を抽出しております。 

⑶ リスクレベルの設定 

抽出した危害原因事象について、厚生労働省健康局水道課「水安全計画策定ガイドライ

ン（平成２０年５月）」に準じて、発生頻度と影響程度の特定を行った上でリスクレベルを

設定しております。 

① 発生頻度の特定 

発生頻度の特定は、水質検査結果が基準値に対して高くなる頻度や、過去の事故事

例、施設管理の経験などを参考に次のとおり分類しております。 

発生頻度の分類 

         

② 影響程度の特定 

危害原因事象の影響程度の特定は、次のとおり分類しております。 

影響程度の分類 

       

 

影響程度の分類は、その危害原因事象が発生した箇所における水質項目、若しくはその

危害原因事象が発生した場合に想定される水道水の水質（危害時想定度）に応じて行って

おり次の表に「分類の目安」を示しております。 

 

分 類 内 容 頻 度

Ａ 滅多に起こらない １０年以上に１回程度発生

Ｂ 起こりにくい １０年未満に１回程度発生

Ｃ やや起こる １～３年に１回程度発生

Ｄ 起こりやすい 数か月に１回程度発生

Ｅ 頻繁に起こる 毎月

分 類 内 容 説 明

ａ 取るに足らない 利用上の支障はない

ｂ 考慮を要す
利用上の支障があり、多くの人が不安を感じるが、ほと
んどの人は別の飲料水を求めるまでには至らない。

ｃ やや重大 利用上の支障があり、別の飲料水を求める。

ｄ 重大 健康上の影響が現れる恐れがある。

ｅ 甚大 致命的影響が現れる恐れがある。
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下記表に「分類の目安」を示す。 

分類の目安１（水質項目別） 

 
注：浄水処理可能物質には、通常値では問題にならない物質も含む。 

 

 

 

 

 

 

 

流 域
・

水 源

取 水
～

ろ 過 池
（ろ水）

ろ 過 池
（ろ水）
以 降 ）

ａ ａ ｂ 浄水処理可能物質（濁度、色度、鉄、ﾏﾝｶﾞﾝ、ｱﾙﾐﾆｳﾑ、一般細菌など）

ａ ｂ ｂ 浄水処理要注意物質（アンモニア態窒素、合成洗剤など）

ａ ｂ ｂ 酸・アルカリ性物質（ＰＨ値）

ｂ ｂ ｃ 農薬、有機溶剤（フェノール、ベンゼン、テトラクロロエチレンなど）

ｂ ｂ ｃ 劇物（カドミウム、六価クロムなど）

ｂ ｃ ｄ 毒物（シアン化合物、水銀、ヒ素など）

ｂ ｂ ｃ 高濁度、油浮上、異臭味（カビ臭含む）

ｂ ｂ ｃ 大腸菌、ウイルス

ｂ ｂ ｃ クリプトスポリジウム等（耐塩素性病原生物）

ｂ ｃ ｃ 残留塩素（不足）

ｃ ｃ ｃ 浄水処理対応困難物質

－ － ｃ 残留塩素（不検出）

－ － ｃ 濁度（ろ過水）「クリプトスポリジウム等対策指針」による対応

ｂ ｂ ｂ 水量

ｂ ｃ ｃ その他（上記分類に属さないもの）

危 害 原 因 事 象 の 発 生 個 所

分 類 の 目 安
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分類の目安２（危険時想定濃度別） 

ア 健康に関する項目 

 

イ 性状に関する項目 

 

注：１．健康に関する項目とは、水道水質基準５１項目のうち、人の健康の保護の観点から設定された

「１．一般細菌」から「３０．ホルムアルデヒド」までの３０項目としております。 

２．性状に関する項目とは、水道水質基準５１項目のうち、生活利用上障害が起こる恐れが 

あるため、設定された「３１．亜鉛及びその化合物」から「５1．濁度」までの２１項目としており

ます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ａ 基準値等の10%≧危害時想定濃度

ｂ 基準値等の10%＜危害時想定濃度≦ 基準値等

ｃ 基準値等＜危害時想定濃度

ｄ 基準値等＜危害時想定濃度（シアン化合物、水銀等）

ｅ 基準値等≪危害時想定濃度

ｅ 大腸菌検出

ｅ 耐塩素性病原生物（クリプトスポリジウム等）検出

ｄ 残留塩素不足

ｅ 残留塩素不検出

ａ 基準値等≧危害時想定濃度

ｂ 基準値等＜危害時想定濃度

ｃ 基準値等＜外観（濁度、色度）、臭気・味（カビ臭含む）の危害時想定濃度

ｄ 基準値等≪危害時想定濃度
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⑷ リスクレベルの（仮）設定 

発生頻度と影響程度からリスクレベル設定を次のとおり設定します。 

リスクレベル設定マトリックス 

 

 

⑸ リスクレベルの比較検証・確定 

個々の危害原因事象について確認、比較・検討を行った結果、上記リスクレベルを企業

団における確定版とします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

取るに足らない 考 慮 を 要 す や や 重 大 重 大 甚 大

ａ ｂ ｃ ｄ ｅ

頻繁に起きる
（１回程度以上／月）

Ｅ 1 4 4 5 5

起こりやすい
（１回程度／数か月）

Ｄ 1 3 4 5 5

やや起きる
（１回程度／１～３年）

Ｃ 1 2 3 4 5

起こりにくい
（１回程度／３～１０年）

Ｂ 1 1 2 3 5

滅多に起こらない
（１回程度／１０年）

Ａ 1 1 1 2 5

危 害 原 因 事 情 の 影 響 程 度

発

生

頻

度
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４ 管理措置の設定 

⑴ 現状の管理措置・監視方法・監視計器 

各浄水場における現状の管理措置、監視方法、監視計器を次に示します。 

・第１浄水場（浸漬膜方式） 

管理措置の内容

 
監視方法の分類と番号 

            

監視方法の名称と略記号 

 自動計器 手分析（略記号の前に「・」が付く） 

       

予 防 処 理

水質調査 堆積物の浚渫

水質監視 結氷状況の確認

侵入防止柵及び施錠 取送配水の制限・停止

魚類監視装置 薬品注入、膜処理、ﾏﾝｶﾞﾝ接触ろ過池処理

施設の予防保全（点検・補修等） 塩素処理

設備の予防保全（点検・補修等） 運転管理の強化

薬品の品質確認

侵入防止柵及び施錠 給配水管の排泥

通気口の防虫対策

施設の予防保全（点検・補修等）

水道管の品質確認

浄 水 場

給 配 水
施 設

水 源

管 理 措 置
場 所

監 視 方 法 番 号

なし ０

現場等の確認 １

実施の記録 ２

手分析 ３

計器による連続分析（自動計器） ４

計 器 の 名 称 記 号 名 称 記 号

残留塩素 Ｒ 外観 ・Ｗ

濁度 Ｔ 臭気 ・Ｏ

高感度濁度 Ｓ 油膜 ・Ｇ

色度 Ｋ

pＨ値 Ｐ

バイオアッセイ Ｂ

水位 Ｌ

流量 Ｍ
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・ 第２浄水場（浸漬膜方式） 

管理措置の内容 

     

 

監視方法の分類と番号 

            

監視方法の名称と略記号 

 自動計器 手分析（略記号の前に「・」が付く） 

       
 

 

予 防 処 理

水質調査 堆積物の浚渫

水質監視 結氷状況の確認

侵入防止柵及び施錠 取送配水の制限・停止

魚類監視装置 薬品注入、膜処理、ﾏﾝｶﾞﾝ接触ろ過池処理

施設の予防保全（点検・補修等） 塩素処理

設備の予防保全（点検・補修等） 運転管理の強化

薬品の品質確認

侵入防止柵及び施錠 給配水管の排泥

通気口の防虫対策

施設の予防保全（点検・補修等）

水道管の品質確認

浄 水 場

給 配 水
施 設

水 源

管 理 措 置
場 所

監 視 方 法 番 号

なし ０

現場等の確認 １

実施の記録 ２

手分析 ３

計器による連続分析（自動計器） ４

計 器 の 名 称 記 号 名 称 記 号

残留塩素 Ｒ 外観 ・Ｗ

濁度 Ｔ 臭気 ・Ｏ

高感度濁度 Ｓ 油膜 ・Ｇ

色度 Ｋ

pＨ値 Ｐ

バイオアッセイ Ｂ

水位 Ｌ

流量 Ｍ
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⑵ 水質項目と番号 

水質項目と番号を次に示します。 

水質項目と番号 

 

 
 

 

 

 

 

 

番 号 項 目 番 号 項 目 番 号 項 目 番 号 項 目

001 残留塩素 118 ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ 138 塩化物ｲｵﾝ 207 1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ

002
ｸﾘﾌﾟﾄｽﾎﾟﾘｼﾞｳﾑ等

（耐塩素性病原生物）
119 ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ 139 硬度（Ca,Mg等） 208 ﾄﾙｴﾝ

003 ウイルス 120 ベンゼン 140 蒸発残留物 210 亜塩素酸

101 一般細菌 121 塩素酸 141 陰ｲｵﾝ界面活性剤 212 二酸化塩素

102 大腸菌 122 ｸﾛﾛ酢酸 142 ｼﾞｪｵｽﾐﾝ 214 抱水ｸﾛﾗｰﾙ

103 ｶﾄﾞﾐｳﾑ 123 ｸﾛﾛﾎﾙﾑ 143 2-ﾒﾁﾙｲｿﾎﾞﾙﾈｵｰﾙ 215 農薬類

104 水銀 124 ｼﾞｸﾛﾛ酢酸 144 非ｲｵﾝ界面活性剤 219 遊離炭酸

105 ｾﾚﾝ 125 ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ 145 ﾌｪﾉｰﾙ類 220 1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ

106 鉛 126 臭素酸 146 有機物質（TOC) 221 ﾒﾁﾙ-t-ﾌﾞﾁﾙｴｰﾃﾙ(MTBE)

107 ひ素 127 総ﾄﾘﾊﾛﾒﾀﾝ 147 ＰＨ 225 従属栄養細菌

108 ｸﾛﾑ（6価） 128 ﾄﾘｸﾛﾛ酢酸 148 味 229 腐食性(ﾗﾝｹﾞﾘｱ指数)

109 ｼｱﾝ 129 ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ 149 臭気 301 油

110
硝酸態窒素及び

亜硝酸態窒素
130 ﾌﾞﾛﾓﾎﾙﾑ 150 色度 302 アンモニア態窒素

111 ふっ素 131 ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ 151 濁度 303 外観

112 ほう素 132 亜鉛 201 ｱﾝﾁﾓﾝ 304 異物

113 四塩化炭素 133 ｱﾙﾐﾆｳﾑ 202 ｳﾗﾝ 305 水量

114 1,4-ｼﾞｵｷｻﾝ 134 鉄 203 ニッケル 311 放射性セシウム

115 1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ 135 銅 204 亜硝酸態窒素 312 放射性ヨウ素

116 ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ 136 ﾅﾄﾘｳﾑ 205 1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ 351 浄水処理対応困難物質

117 ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ 137 ﾏﾝｶﾞﾝ 206 ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ 400 その他
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⑶ 危害原因事象・関連水質項目・リスクレベル・管理措置及び監視方法の整理想定され

る危害原因事象、関連水質項目、リスクレベル、管理措置並びに監視方法の一覧表を「資

料①」に示し、主要な水質項目ごとに整理した一覧表を「資料②」に示しております。 

定期水質検査結果の水質基準等との関係によるリスクレベルは、分類の目安２（危害時

想定濃度別）によるものとし次に示します。 

なお、定期水質検査結果によるリスクレベルの判断は、検査結果が得られた時点で随時

行うものとし、「４．⑸危害原因事象のリスクレベルに応じた管理措置」に準じた対応

を実施します。 

定期水質検査結果によるリスクレベルの分類

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

分 類 の 目 安 影響程度 リスクレベル

基準値等の10%≧危害時想定濃度 ａ 1

基準値等の10%＜危害時想定濃度≦ 基準値等 ｂ 2

基準値等＜危害時想定濃度 ｃ 3

基準値等＜危害時想定濃度（シアン化合物、水銀等） ｄ 4

基準値等≪危害時想定濃度 ｅ 5

大腸菌検出 ｅ 5

耐塩素性病原生物（クリプトスポリジウム等）検出 ｅ 5

残留塩素不足 ｄ 4

残留塩素不検出 ｅ 5

基準値等≧危害時想定濃度 ａ 1

基準値等＜危害時想定濃度 ｂ 2

基準値等＜外観（濁度、色度）、臭気・味（カビ臭含む）の危害時想定濃度 ｃ 3

基準値等≪危害時想定濃度 ｄ 4

性状に
関する
項目

健康に
関する
項目



 

- 24 - 

⑷ 管理目標 

主要な項目の管理目標の一覧を次のとおり示します。 

① 第１浄水場 

 

 
 

 

 

 

第1浄水場

1 前塩素混和池 中塩素混和池 浄水池 配水池 給水栓

①残留塩素 ①残留塩素 ①残留塩素 ①残留塩素 ①残留塩素

②0.2～0.6mg/L ②0.7～1.0mg/L ②0.6～0.9mg/L ②0.4～0.8mg/L ②0.2～0.8mg/L

③自動計器 ③自動計器 ③自動計器 ③自動計器 ③手分析

303 原水調整池後 浄水池 給水

①外観 ①外観 ①外観

②異常でないこと ②異常でないこと ②異常でないこと

③手分析 ③手分析 ③手分析

149 原水調整池後 浄水池 給水

①臭気 ①臭気 ①臭気

②異常でないこと ②異常でないこと ②異常でないこと

③手分析 ③手分析 ③手分析

151 原水調整池前 原水調整池後 膜ろ過池

①濁度 ①濁度 ①濁度

②200度 ②200度 ②30,000度

③自動計器 ③自動計器 ③自動計器

151 膜ろ過池 浄水池

①高感度濁度 ①高感度濁度

②0.1度以下 ②0.1度以下

③自動計器 ③自動計器

150 浄水池

①色度

②1mg/L以下

③自動計器

147 原水調整池前 原水調整池後 浄水池

①ｐＨ ①ｐＨ ①ｐＨ

②5.8～8.6 ②5.8～8.6 ②6.0～8.0

③自動計器 ③自動計器 ③自動計器

301 原水調整池後 浄水池

①油膜 ①油膜

②異常でないこと ②異常でないこと

③手分析 ③手分析

残留塩素

外観

臭気

濁度

高感度濁度計

色度

油膜

ｐＨ計
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② 第２浄水場 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

1 前塩素接触池 徐マンガン接触ろ過塔 浄水池 配水池 給水栓

①残留塩素 ①残留塩素 ①残留塩素 ①残留塩素 ①残留塩素

②0.2～0.6mg/L ②0.8～1.2mg/L ②0.5～0.7mg/L ②0.4～0.8mg/L ②0.2～0.8mg/L

③手分析 ③自動計器 ③自動計器 ③自動計器 ③手分析

303 着水井 浄水池 給水

①外観 ①外観 ①外観

②異常でないこと ②異常でないこと ②異常でないこと

③手分析 ③手分析 ③手分析

149 原水調整池後 浄水池 給水

①臭気 ①臭気 ①臭気

②異常でないこと ②異常でないこと ②異常でないこと

③手分析 ③手分析 ③手分析

151 原水調整池前 原水調整池後 浄水池

①濁度 ①濁度 ①濁度

②50度 ②3度以下 ②0.1度以下

③自動計器 ③自動計器 ③自動計器

151 膜ろ過池 浄水池

①高感度濁度 ①高感度濁度

②0.1度以下 ②0.1度以下

③自動計器 ③自動計器

150 浄水池

①色度

②1mg/L以下

③手分析

147 原水調整池前 原水調整池後 浄水池

①ｐＨ ①ｐＨ ①ｐＨ

②5.8～8.6 ②5.8～8.6 ②6.0～8.0

③自動計器 ③自動計器 ③自動計器

301 原水調整池後 浄水池

油膜 ①油膜 ①油膜

②異常でないこと ②異常でないこと

③手分析 ③手分析

残留塩素

外観

臭気

濁度

高感度濁度計

色度

ｐＨ計
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③ マオイの丘配水場 

 

 

1 配水池

①残留塩素

②0.2～0.8mg/L

③自動計器

303 給水

①外観

②異常でないこと

③手分析

149 給水

①臭気

②異常でないこと

③手分析

301 給水

①油膜

②異常でないこと

③手分析

残留塩素

外観

臭気

油膜
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（5）危害原因事象のリスクレベルに応じた管理措置 

リスクレベルに応じた管理措置等については、緊急性や予算等を考慮するものの、原則

として次の表に準じた対応とします。 

リスクレベルの内訳、及びリスクレベル４及び５について次に示します。 

 

各施設におけるリスクレベルの内訳（WSP 作成時点）を次に示します。 

 第１浄水場 第２浄水場 

   

       
 

 

 

 

 

5

管理措置及び監視方法の適切（有効）性を慎重に再検討
する。
①管理措置及び監視方法が適切（有効）な場合
　→データの監視及び処理に特に気をつける。
②管理措置及び監視方法が適切（有効）でない場合
　→新たな措置を直ちに実施（導入）する。

新たな措置を直ちに実施（導入）す
る。

実施（導入）した措置の適切（有
効）性を慎重に確認する。

新たな措置を導入し、必要なら実施
（導入）する。

管理措置及び監視方法の適切（有効）性を再検討する。
①管理措置及び監視方法が適切（有効）な場合
　→データの監視及び処理に気をつける。
②管理措置及び監視方法が適切（有効）でない場合
　→新たな措置を速やかに実施（導入）する。

新たな措置を速やかに実施（導入）
する。

実施（導入）した措置の適切（有
効）性を確認する。

年に1回は管理措置の有効性の検証を行う。
データの監視及び処理に気をつける。

2

3
～

4

リスク
レベル

管 理 措 置 の あ る 場 合 管 理 措 置 が な い 場 合

新たな措置を導入し、必要なら実施
（導入）する。

1 １年に１回は管理措置の有効性の検証を行う。

リ ス ク レ ベ ル 件 数 リ ス ク レ ベ ル 件 数

レベル５ 3 レベル５ 3

レベル４ 0 レベル４ 0

レベル３ 11 レベル３ 10

レベル２ 11 レベル２ 10

レベル１ 37 レベル１ 37

非該当 0 非該当 0

危害原因事象総数 62 危害原因事象総数 60
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５ 対応方法の設定 

１ 管理基準を逸脱した場合の対応 

⑴ 内部における異常の認識 

① 水質自動計器による監視 

水質自動計器（バイオアッセイ、濁度計、残留塩素計、ｐＨ計等）の測定値が管理目標値

又は通常の運転管理内容を逸脱し、警報が発報した場合 

・ 監視画面により表示値を確認する。 

・ 採水して該当項目の水質分析を行い、表示値と比較する。 

・ 水質分析の結果が管理目標を逸脱している場合には異常と判断し、対応措置を講じる。 

・ 水質手動分析の結果と水質自動計器の表示の間に誤差が認められる場合には、計器の点

検と校正を行う。 

・ 通常の運転管理内容は運転管理上の設定であり、この範囲を逸脱したとしても、直ちに

水質上の問題となるわけではない。 

② 分析による監視（原則として、1 回／日以上のもの） 

手分析の水質検査結果が管理目標を逸脱していることが明らかとなった場合 

・ 再度、採水及び水質検査を実施し、逸脱の有無を再確認する。 

・ 管理目標を逸脱した場合には異常と判断し、対応措置を講じる。 

③ 目視による監視 

水道施設やその周囲の状況等について、日常の巡視点検によって目視確認を行い、通常時

と異なる状況が観察された場合 

・ 採水した試料について、水質検査を実施する。 

・ 水質検査の結果が管理目標を逸脱した場合には異常と判断し、対応措置を講じる。 

・ 特に集水域内での事故等による影響として、油膜、油臭等への対応に留意する。 

④ 防犯設備による監視 

浄水場に設置されている防犯設備が作動した場合 

・ 警報が作動したら委託警備会社社員が現地の状況を確認する。 

・ 警備会社からの連絡により、テロ行為等の異常事態が発生した場合は対応措置を講じ

る。 

⑵ 外部からの通報等による異常の認識 

① 保健所からの通報 

保健所から、給水区域内において感染症の患者が急増している等の連絡を受けた場合 

・ 採水した試料について、水質検査（特に人の健康に関する項目）を実施する。 

・ 水質検査の結果が管理目標を逸脱した場合には異常と判断し、対応措置を講じる。 
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② 住民からの苦情・連絡 

住民から、水質異常についての苦情や連絡を受けた場合 

・ 近隣の状況確認を行う。 

・ 採水した試料について、水質検査（特に人の健康に関する項目）を実施する。 

・ 水質検査の結果が管理目標を逸脱した場合には異常と判断し、対応措置を講じる。 

③ 関係部局、事故等の発見・原因者からの情報収集 

集水域内の状況等について、関係部局（県、警察、消防、その他）や事故等の発見者から

報告や通報を受けた場合 

・ 通報内容の真偽を含め、関係部局等から情報の収集に努める。 

・ 採水した試料について、水質検査（特に人の健康に関する項目）を実施する。 

・ 水質検査の結果が管理目標を逸脱した場合には異常と判断し、対応措置を講じる。 

・ 関係部局等からの更なる情報収集を行い、水質汚染事故の原因究明に努める。 

⑶ 異常が認められなかった場合の対応 

水質検査や情報収集の結果、異常が認められなかった場合 

・ 引き続き情報収集を行い、経過を観察する。 

⑷ クリプトスポリジウム等（耐塩素性病原微生物）に対する異常の認識 

① 耐塩素性病原微生物に対しては、水質検査計画に基づいた指標菌検査（大腸菌、嫌気性芽

胞菌）により原水水質を監視する。 

② 汚染の恐れが疑われる場合（指標菌検出時）には、ろ過水濁度の管理を徹底し、必要によ

り浄水の安全確認（クリプトスポリジウム等の検査）を行う。 

③ 浄水を毎日１回２０リットル採水し、ポリタンクに注入した水又は採水した水から得られ

るサンプルを１４日間保存する。採取した水については直射日光や高温となる場所を避け

冷暗所に保存し、採水した水から得られるサンプルについては、乾燥を避けて冷蔵保存す

る。 

④ 具体的な対応については「クリプトスポリジウム等緊急対応マニュアル」に従うものとす

る。 
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２ 対応措置 

⑴ 配水停止の判断 

次に該当する場合、水道法第２３条に基づいて、水道技術管理者の判断により配水を停止する。 

・ 給水する水が住民の健康を害する恐れがあるとき。 

・ 水源地等において水銀、鉛、ヒ素、六価クロム、シアン及び農薬類、並びにクリプトスポリジ

ウム等（耐塩素性病原生物）などの汚染があり、適切な浄水処理が行われていないと推察された

とき。 

・ その他、必要と認められるとき。 

⑵ 取水停止の判断 

次に該当する場合、水道技術管理者の判断により取水を停止する。 

・ 原水水質が管理目標を超過し、塩素処理では浄水の水質基準を満たすことが困難となる恐れが

ある場合 

・ 緊急時検査結果に異常がある場合 

・ 簡易テストにより毒物が検出された場合 

・ 集水域において事故が発生し、水源が汚染を受ける恐れが生じた場合 

・ 他の水源や受水とのブレンドにより、水質基準以下となる場合であっても、急性毒性を有する

項目（耐塩素性病原生物、水銀、鉛、ヒ素、六価クロム、シアン、その他毒性生物、農薬類）が

対象の場合は、当該水源からの取水を停止する。他の水質項目にあっては、大幅な基準超過が認

められる場合 

・ その他、必要と認められる場合 

⑶ 浄水処理の強化 

浄水処理の強化で対応可能な水質異常に対しては、次の対応策を講じる。 

・ 原水の高濁度等により、沈澱処理水及びろ過水濁度の管理目標値を満たすことが困難な状況が

想定される場合には、凝集剤の注入強化やろ過水量の削減を行う。 

・ 原水中の有機物質や臭気の濃度が上昇した場合には、粉末活性炭の注入強化を行う。 

・ 浄水の残留塩素が管理目標の上限値を超える恐れのある場合は、次亜塩素酸ナトリウム注入量

を減量する。 

・ 浄水の残留塩素が管理目標の下限値を下回る恐れのある場合は、次亜塩素酸ナトリウム注入量

を増量する。 

・ 給水栓で残留塩素が低下（０．１ｍｇ／Ｌ以下）となった場合、又は、その恐れがある場合

は、次亜塩素酸ナトリウム注入量を適正な注入管理のため、消火栓等から緊急排水を行う。特

に、配水管の末端では滞留しやすいことから、定期的な点検と排水により残留塩素の維持を図

る。 

・ 塩素酸や臭素酸の濃度が管理目標を超える恐れのある場合は、次亜塩素酸ナトリウムの交換等

を行うとともに、保存方法について改善もする。 
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※ 塩素酸や臭素酸の濃度が管理目標を超える恐れのある場合の検討 

① 次亜塩素酸ナトリウムの貯蔵日数が６０日以上の場合は新品に交換する。 

② 貯槽日数が６０日以内の場合は濃度を確認するとともに、納入業者の納めた仕様書を確

認し、品質や保管上の問題について対処する。 

③ 次亜塩素酸ナトリウムの有効塩素濃度が１２％以下の場合は、新品に交換する。 

④ 有効塩素が１２％以上の場合は現状を確認するとともに、納入業者の納めた仕様書を確

認し、品質や保管上の問題について対処する。 

⑤ 気象庁の発表している気温データから特に異常な高温日の有無など、保管時の温度を調

査する。 

⑷ 汚染された施設の洗浄 

汚染物質が水道施設又は配水管に到達した場合 

・ 汚染された水道施設又は配水管内の排水を行い、汚染されていない水道水で配水管や配

水池等の洗浄を十分に行う。 

・ 配水管からの排水が速やかにできるよう、排水設備の適切な設置、管網の点検を行う。 

⑸ 取水停止を行った場合の措置（取水停止が長期化した場合） 

・ 取水停止が長期化し、他水源の活用や他施設の運用では対応しきれない場合は、受水の

増量に向けて関係機関と協議する。 

・ 長期間停止後の再開にあたっては、滞留水や運転管理について十分に留意する。 

⑹ 関係機関への連絡 

水源の汚染により、配水停止または取水停止を行う（行った）場合 

・ 配水停止を行う場合には、水質の状況、飲用の可否、応急給水の実施場所等について、

各種の手段（広報無線、広報車、チラシ、新聞、テレビ、ラジオ等）を活用して、住民への

広報を行う。 

・ 飲料水健康危機管理実施要領（厚生労働省健康危機管理基本指針、平成２５年１０月）

に基づき、水質事故の状況を保健所を通じ厚生労働省健康局水道課に報告する。 

・ 水質事故の状況を北海道、保健所等に随時連絡する。 

⑺ 配水再開 

事態が終息し、配水を再開する場合 

・ 通常運転への復帰後に浄水の水質検査を行い、検査結果を厚生労働省健康局水道課及び

北海道、保健所、構成町並びにその他の関係機関に連絡する。 

・ 異常がないと判断され、給水を再開する場合には、上記の関係機関に連絡する。 

・ 給水区域内に感染症等の発症者の有無について関係機関に連絡し確認する。 
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３ 水質項目別の具体的な対応 

（１） 残留塩素 

① 管理目標値第 

第１浄水場 

 
第２浄水場 

 
② 管理基準逸脱時の対応 

 
 

 

 

 

 

 

 

混 和 池 中 塩 素 混 和 池 浄 水 池 配 水 池 配 水 管

①残留塩素 ①残留塩素 ①残留塩素 ①残留塩素 ①残留塩素

②0.5～1.0mg／ℓ ②1.0mg／ℓ前後 ②0.6～0.9mg／ℓ ②0.5mg／ℓ前後 ②0.1～0.5mg／ℓ

③自動計測 ③自動計測 ③自動計測 ③自動計測 ③手分析

残 留 塩 素

混 和 池 徐マンガンろ過塔 浄 水 池 配 水 池 配 水 管

①残留塩素 ①残留塩素 ①残留塩素 ①残留塩素 ①残留塩素

②0.5～1.0mg／ℓ ②1.0mg／ℓ前後 ②0.6～0.9mg／ℓ ②0.5mg／ℓ前後 ②0.1～0.5mg／ℓ

③手分析 ③自動計測 ③自動計測 ③自動計測 ③手分析

残 留 塩 素

監 視 地 点

　・注入量の増量

　・排水作業等の実施

　・原因調査

①責任者に一報を連絡

②次亜塩素酸ナトリウム注入率の確認

　・次亜塩素酸ナトリウム注入率設定値の修正

③残留塩素注入装置等の点検

　・薬品貯蔵方法の改善

　・水配運用の適正化

対 応 方 法

　・装置の調整

④次亜塩素酸ナトリウム注入機、注入管の点検

⑥指示を受け、給水栓水等の状況を確認

⑦責任者へその後の状況等を連絡

　・処理水量の減量

給

水

栓

水

以

外

　・代替設備への切り替え

　・注入設備の修復

⑤次亜塩素酸ナトリウムの有効塩素濃度の確認

　・広報
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（２） 外観 

 ① 管理目標値 

  

② 管理基準逸脱時の対応 

 

 
（３） 臭気 

① 管理目標値 

 

 
② 管理基準逸脱時の対応 

 

   

配 水 管

①外観

②異常でないこと

③手分析

外 観

監 視 地 点

③責任者へその後の状況等を連絡

　・排水作業等の実施

　・広報

対 応 方 法

給

水

栓

水

以

外

①直ちに責任者に連絡し、指示を仰ぐ

②指示を受け、給水栓水等における状況を確認

　・給水栓水が異常の場合は、給水栓水の対応による

　・原因調査

　・水配運用の適正化

配 水 管

①臭気

②異常でないこと

③手分析

臭 気

監 視 地 点

①直ちに責任者に連絡し、指示を仰ぐ

　・浄水処理における除去性確認、強化

給

水

栓

水

以

外

対 応 方 法

②指示を受け、給水栓水等における状況を確認

　・給水栓水が異常の場合は、給水栓水の対応による

③責任者へその後の状況等を連絡

　・排水作業等の実施

　・広報

　・原因調査

　・水配運用の適正化
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（４） 濁度 

   ①管理目標値 

       第１浄水場 

 
 

    第２浄水場 
 

 
 

③ 管理基準逸脱時の対応 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

導 水 着 水 井 浸 漬 膜 槽 浄 水 池 配 水 管

①濁度 ①濁度 ①濁度 ①濁度 ①濁度

②２００度 ②２００度 ②設定濁度 ②０．１度 ②０．１度

③自動計器 ③自動計器 ③自動計器 ③自動計器 ③手分析

濁 度

導 水 着 水 井 浸 漬 膜 槽 浄 水 池 配 水 管

①濁度 ①濁度 ①濁度 ①濁度 ①濁度

②５０度 ②５０度 ②設定濁度 ②０．１度 ②０．１度

③自動計器 ③自動計器 ③自動計器 ③自動計器 ③手分析

濁 度

監 視 地 点

③指示を受け、給水栓水等における状況を確認

対 応 方 法

　・原因調査

給

水

栓

以

外

　・計器に異常がない場合は②以降を実施

④周辺直結結水の濁度異常と残留塩素の有無を確認

　・水配運用の適正化

　・浄水処理における除去性確認、強化

①濁度計の点検

②責任者に一報を連絡

　・給水栓水が異常の場合は、給水栓水の対応による

⑤責任者へその後の状況等を連絡

　・排水作業等の実施

　・広報

　・濁度計の調整
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（５） p H 

  ① 管理目標値 

第１浄水場 

 

 
 

第２浄水場 

 

 
 

② 管理基準逸脱時の対応 

 

 
（６） 緊急時連絡先長幌上水道企業団施設課浄水管理係 

TEL 0123-82-5700 FAX0123-82-5800 

厚生労働省医薬生活衛生局生活衛生・食品安全部水道課水道水質管理室 

TEL 03-3595-2368 FAX03-3503-7963 

北海道環境生活部環境局環境政策課水道グループ 

TEL 011-231-4111 内線 24-285 FAX011-232-1301 

導 水 着 水 井 浄 水 池 配 水 管

①ｐＨ ①ｐＨ ①ｐＨ ①ｐＨ

②5.8～8.6 ②5.8～8.6 ②5.8～8.6 ②5.8～8.6

③自動計器 ③自動計器 ③自動計器 ③手分析

ｐ Ｈ

導 水 着 水 井 マ ン ガ ン 接 触 ろ 過 塔 浄 水 池 配 水 管

①ｐＨ ①ｐＨ ①ｐＨ ①ｐＨ ①ｐＨ

②5.8～8.6 ②5.8～8.6 ②5.8～8.6 ②5.8～8.6 ②5.8～8.6

③自動計器 ③自動計器 ③自動計器 ③自動計器 ③手分析

ｐ Ｈ

監 視 地 点 対 応 方 法

①ｐＨ計の点検

　・ｐＨ計の調整

　・計器に異常がない場合は②以降を実施

②責任者に一報を連絡

③指示を受け、給水栓水等における状況を確認

④周辺直結結水の濁度異常と残留塩素の有無を確認

⑤責任者へその後の状況等を連絡

　・排水作業等の実施

　・広報

　・原因調査

　・配水運用の適正化

　・浄水処理における除去性確認、強化

給

水

栓

以

外
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空知総合振興局保健環境部保健行政室生活衛生課環境衛生係 

TEL0126－20－0125 FAX0126－22－2514  

石狩東部広域水道企業団水質検査センター 

TEL0123－33－2191 FAX0123－33－2192  

一般社団法人 北海道薬剤師会 

TEL011－811－0184 FAX 011－831－2412  

長沼町役場 

TEL0123－88－2111 FAX0123－88－4836  

南幌町役場 

TEL011－378－2121 FAX011－378－2131 

（７） 特記事項 

上記以外の管理基準逸脱時の対応が必要である場合、責任者に一報を連絡するものと

する。 

４ 緊急時の対応 

予測できない事故等による緊急事態が発生した場合の対応方針、手順、行動、責任及

び権限、連絡体制、水供給方法等については、長幌上水道企業団水道危機管理マニュア

ルに基づくものとする。 
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第３章 水安全計画の管理運用 

１ 管理運用 

⑴ 水安全計画の運用と体制 

水源における危害については、水源水質調査や関係機関との連携により速やかに発見し、

情報連絡や現地調査によって状況を的確に把握し、浄水場等に情報連絡を行います。 

浄水場では、原水から浄水までの水質を計器で常時監視し、水質検査と併せて危害を早

期発見し、水源及び浄水場における危害レベル３以上の危害発生時には、具体的な対応マ

ニュアルに基づき浄水処理を迅速かつ的確に実施し、水質への影響を未然に防止します。 

送水及び配水では、毎日管内３カ所で行っている水質検査で危害に関する水質を常時監

視するほか、毎日水質検査により危害発生を把握し、住民からの水質関連情報に速やかに

対応します。 

また、危害発生時には設定した対応措置に基づき、水道管の洗浄や送水及び配水系統の

切替えなどの対応を迅速かつ適切に実施します。 

給水においては、毎日の水質検査により、水質の異常を早期に的確に判断し、水質の異

常が確認された場合には、具体的な対応マニュアルに基づいて速やかに対応します。 

また、効果的で継続的な水安全計画の運用のため、関係職員等が連携して行うための管

理運用体制を整備します。 

 管理運用体制表 

 
 

 

・貯水道の検査及び指導に関すること。

・配水及び給水管路の設計整備に関すること。  ・取水及び配水施設の維持管理に関すること。

・配水及び給水管の付属設備の整備に関すること。  ・水質管理及び保全に関すること。

・給水装置に関する審査と検査関すること。  ・薬品の取扱い及び管理に関すること。

水 道 技 術 管 理 者

総 ・ 配 ・ 給 水 管 部 門 浄 水 処 理 部 門

施 設 課 浄 水 管 理 係

・上水道施設の建設改良工事の計画、設計、施工に
　関すること。

 ・浄水処理など浄水場の機能を保全するための施設
　設備の維持管理、運転管理に関すること。
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⑵ 関連文書の管理 

関連文書は、水道水の安全を維持する仕組みを記載した本計画書と、それを実行するた

めに策定された関係するマニュアル等から構成されます。 

本計画書は、管理運用組織が管理し、関係するマニュアル等は、関連部署が管理しま

す。 

なお、水安全計画での具体的な管理対応措置やマニュアル等は、安全管理上の観点から

非公開とします。 

⑶ 文書と記録の管理 

水安全計画に関連する文書と記録は、管理運用マニュアルを制定し、それに従った管理

を行います。運用時に管理基準を超過した場合には、その状況を所定の様式で記録し、関

連部署にて保管・管理し、管理運用組織で定期的に集約を行います。 

２ 効果的な運用への取り組み 

⑴ 教育・訓練の実施 

長幌上水道企業団では、水道事業に係わる職員を積極的に外部研修や講習会に派遣して

おります。また、研修等情報については、参加した職員による職場内でのミーティングに

おいて情報共有し 関連部署全員の共通認識の確立と知識の向上を図ります、 。 

⑵ 水質情報の収集 

水安全計画は、より高い安全性を将来にわたって確保していくために収集・整理した各

種の情報を基に危害分析を行うため、 新の水質情報を定期的に収集し、計画の見直しに反

映させていくことが必要です。 

このことから、定期的に実施している水質検査データや自動水質計器等のデータを確

認・整理することで、水質環境の変化を早期に発見し、不測の事態に備えます。 

⑶ 水道施設工事の設計施工及び品質の向上 

水道施設工事の設計施工に当たっては、構造物としての機能や耐震性能を確保すること

はもちろん、水質に関する衛生面にいても配慮することが重要であり、施設の規模や材質

の安全性、耐久性、品質等の維持などの観点からも検討していきます。 

また、水道施設工事の完成後は、構造物の出来形や性能、品質などの確認に加え、水質

に影響する衛生面についても、共用開始前の洗浄作業や水質確認などを確実に行います。 

⑷ 住民との関わり 

多様化する住人のニーズを把握し、適切に対応していくことは、水道事業運営にとって

非常に大切なことです。これまでも、広報紙やホームページなどで情報提供を行うほか、

住民との相互の連携のため身近なイベントなどに積極的に参加し、水道事業をＰＲするこ

とに強く意識してきましたが、今後も双方向コミュニケーションの充実を図って参りま

す。 

今後も水質事故などが発生した場合には、広報車やホームページ、戸別配布のチラシや

構成町防災無線を活用した情報発信に努めるほか、住民から寄せられた水質に関する要望

などは、貴重な意見としてその内容を整理・分析し、今後の水道事業運営に活用して参り

ます。 
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第４章 検証と見直し 

水安全計画の検証と見直しは、毎年、定期的に長幌上水道企業団計画策定委員会で確認を

行います。 

また、水道施設の大幅な変更を行った場合や、水安全計画のとおり管理を実施したにもか

かわらず不具合が生じた場合は、臨時の検証と改善を行います。 

１ 確認の実施 

水安全計画の適切性の確認に当たっては、次の情報を総合的に検証します。 

① 水道システムをめぐる状況の変化 

② 水安全計画の妥当性確認の結果 

③ 水安全計画の実施状況の結果 

④ 外部からの指摘事項 

⑤ 新の技術情報等 

また、確認事項を次に示します。 

① 新たな危害原因事象及びそれらのリスクレベル 

② 管理措置、監視方法及び管理基準の適切性 

③ 管理基準逸脱時の対応方法の適切性 

④ その他必要な事項 

２ 改善 

本計画は、ＰＤＣＡサイクルを活用し、定期的かつ持続的な改善に取組みます。 

ＰＤＣＡサイクルによる検証と改善 

 
 

 

○計画（Ｐｌａｎ） 
危害分析と管理対応措置の 
設定、対策マニュアルの策 
定・改正を行う 

○運用（Ｄｏ） 
各部門で対応マニュアに 
基づいた運用をおこなう 
監視等の記録を残す 

○検証（Ｃｈｅｃｋ） 
妥当性の確認 
定期的に運用状況を検証す 
る 

○見直し（Ａｃｔｉｏｎ） 
監視方法や対応マニュアル 

などの継続的な見直しをする 

水道水の 
安全性の向上 
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第５章 支援プログラム 

１ 支援プログラムについて 

既存のマニュアル、指針、計画、要領などの文書で水安全計画の実施に関するものを支援

プログラムとして位置づけ、検証や検討の資料として活用します。 

 

    施設・整備に関する文書 水道施設設計指針

運転管理関する文書 浄水場運転管理マニュアル

応急給水マニュアル

応急復旧工事マニュアル

風雪害対策危機管理マニュアル

地震災害対策危機管理マニュアル

水質汚染事故対策危機管理マニュアル

停電事故対策危機管理マニュアル

テロ対策マニュアル

新型インフルエンザ対策マニュアル

渇水対策マニュアル

水質保全に関する文書 千歳川水系水質保全連絡会議報告書

水質検査計画

水質検査結果（年報）

水質検査業務委託仕様書

水道工事標準仕様書

給水装置工事設計施工指針

施設基準における薬品の規制報告書

健康診断・労働安全衛生に関する文書 健康診断実施結果書

浄水場管理日報

　（運転・水量・水質・薬品・電力）

浄水場管理月報

　（運転・水量・水質・薬品・電力）

ポンプ場運転記録

様式類

文 書 の 種 類 文 書 名

緊急時対応に関する文書

クリプトスポリジウム原虫による水質汚染事故対
応対策マニュアル

水質検査に関する文書

材料の規格に関する文書


